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２．資料編 

Ⅰ．大館市開発行為等の規制に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第３章第１節の施

行については、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）、都市計画法施行

規則（昭和４４年建設省令第４９号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、この

規則の定めるところによる。  

 

（開発行為許可申請書の添付図書） 

第２条 法第３０条第１項の規定により市長に提出する開発行為許可申請書には、法

及び省令に規定するもののほか、次に掲げる図書（主として、自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは

特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的

で行う 1 ヘクタール未満の開発行為にあっては、第３号及び第４号に掲げるものを

除く。）を添付しなければならない。 

（1）開発区域の登記事項証明書 

（2）造成計画面積求積図（縮尺１，０００分の１以上） 

（3）申請者の登記事項証明書（個人にあっては、住民票の写し。以下同じ。）、事業

経歴書及び納税証明書（ 近２箇年における国税又は県税に係るもの） 

（4）工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書及び建設業の許可証明書 

（5）その他市長が必要と認める図書 

 

 （開発行為変更許可申請書の添付図書） 

第３条 法第３５条の２第２項の規定により市長に提出する申請書には、省令に規定

するもののほか、前条に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変

更されるものを添付しなければならない。 

 

 （開発許可の表示） 

第４条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の期間中、工事現場の見

やすい場所に標札を掲示しなければならない。 
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（工事完了公告前の建築等の承認申請） 

第５条 法第３７条第１号の規定による承認を受けようとする者は、申請書に次に掲げ

る図書を添付して、市長に申請しなければならない。 

（1）建築物又は特定工作物の配置図及び平面図（縮尺５００分の 1 以上） 

（2）土地の利用に関する権利を有することを証する書類 

（3）開発許可を受けた者の同意書 

（4）その他市長が必要と認める図書  

 

（建築制限の緩和の許可申請） 

第６条 法第４１条第２項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に

次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。 

（1）建築物概要書 

（2）位置図（縮尺２，５００分の１以上） 

（3）建築物平面図（縮尺５００分の１以上） 

（4）建築物立面図（縮尺２００分の１以上） 

（5）建築物断面図（縮尺２００分の１以上）  

 

（予定建築物等以外の建築等の許可申請） 

第７条 法第４２条第１項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に

次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。 

（1）建築物又は特定工作物の配置図及び平面図（縮尺５００分の１以上） 

（2）土地の利用に関する権利を有することを証する書類 

（3）その他市長が必要と認める図書  

 

（地位の承継の承認申請） 

第 ８条  法第４５条の規定による承認を受けようとする者は、申請書に同条に規定す

る権利又は権原を取得したことを証する書面を添付して、市長に申請しなければな

らない。 
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(開発許可申請書等の提出部数) 

第９条 法及び省令並びにこの規則により市長に提出する申請書等及びこれらの添付

図書の提出部数は、申請書及びその添付図書の提出にあっては正本及び副本各

１部とする。 

 

（申請書等の様式） 

第１０条 次に掲げる書類の様式は、市長が別に定める。 

（1） 公共施設管理者の同意書 様式第１号 

（2） 公共施設管理者との協議の経過書 様式第２号 

（3） 開発行為変更許可申請書 様式第３号 

（4） 開発行為変更届出書 様式第４号 

（5） 標識 様式第５号 

（6） 設計説明書 様式第６号 

（7） 関係権利者の同意書 様式第７号 

（8） 開発登録簿（調書） 様式第８号 

（9） 標札 様式第９号 

（10）工事完了公告前建築等承認申請書 様式第１０号 

（11）建築制限緩和許可申請書 様式第１１号 

（12）建築物概要書 様式第１２号 

（13）予定建築物等以外の建築等許可申請書 様式第１３号 

（14）地位承継承認申請書 様式第１４号 

附 則 

（施行期日） 

１  この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に本市において開発行為の規制に関する規則（昭和４６年

秋田県規則第１２号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則

の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 
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Ⅱ．大館市開発指導要綱 

（昭和 54 年 6 月 30 日） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大館市において施行される開発行為について開発事業者の協

力を求め、無秩序な市街化、環境の破壊及び災害を防止するため都市計画法（昭

和４３年法律第１００号以下「法）という。）に定めのあるもののほか、開発事業者が

なすべき必要な基準等を定め住みよい環境と秩序ある良好な都市整備を図ること

を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（1） 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する

目的で行う都市計画区域内にあっては１，０００㎡以上、都市計画区域外にあっ

ては３，０００㎡以上の土地の区画形質の変更という。この場合において、計画的

に数年にわたって実施し、その完成後の面積がそれぞれ１，０００㎡以上又は３，

０００㎡以上となる場合も、これを開発行為とみなす。 

（2） 開発事業者とは、開発行為を行う者をいう。 

（3） 開発区域とは、開発行為をする土地の区域をいう。 

（4） 公共施設とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路、給水施設及

び消防の用に供する貯水施設をいう。 

（5） 公益施設とは、福祉、教育、集会、文化、行政管理、保健医療、住民交流、

住民サービス、輸送等居住者の共同の福祉のために必要な施設をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 この要綱は、大館市の全域において開発行為を行う開発事業者に適用する。

但し、面積に係る要件以外で法に基づく適用除外の開発行為については、別途市

長と協議するものとする。 

 

（事前協議） 

第４条 開発事業者は、農地転用許可及び道路位置指定など開発行為に伴う法令
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に定められた申請を行う前に、あらかじめ開発行為事前協議書(以下「事前協議書」

という。)を市長に提出し、関連公共施設などの整備に関する必要な協議をしなけれ

ばならない。また、開発行為を変更しようとする場合においても、同様とする。 

 

（開発計画の基準） 

第５条 開発行為の計画は、法第３３条の開発許可の基準に適合していることはもとよ

り、別に定める「大館市開発行為技術基準」に適合させるものとする。 

２ 開発区域内に道路、公園、上･下水道、その他の都市施設及び地域地区等に関

する都市計画、並びに「開発指導基本計画」等が定められている場合は、当該開

発行為をこれに整合させるものとする。ただし、「開発指導基本計画」との整合にあ

ってはその利用用途及び周囲の環境等に応じ変更できるものとする。 

 

（公共公益施設の土地の帰属） 

第６条 開発行為により設置される公共公益施設の土地については、開発事業者が

自ら管理するもの又は協議により管理者を大館市以外に定めたものを除き、法に基

づく開発行為完了公告の翌日に大館市に帰属し、又は工事完了検査に合格後大

館市に寄附採納するものとする。 

 

（公共公益施設の管理） 

第７条 開発行為により設置される公共公益施設については、他の法律に基づく管理

者が大館市以外にあるとき又は協議により管理者を大館市以外に定めたときを除き、

法に基づく開発行為完了公告の翌日から、又は工事完了検査に合格し大館市に

寄附採納後、大館市が管理するものとする。 

 

（開発計画の承認） 

第８条 市長は、事前協議書を審査し、当該開発行為が適正と判断したときは、開発

事業者に必要な事項を通知するものとする。 

 

（土地の立ち入り及び工事完了検査） 

第９条 市長は、開発区域内の土地に関係職員に立ち入らせ、工事の状況を調査さ

せることができるものとする。 

２ 開発事業者は、開発行為に関する工事が完了したときは、その旨を市長に届け出
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るとともに当該工事が協議の内容に適合しているかどうかについて、検査を受けるも

のとする。 

 

（被害の補償） 

第１０条 開発事業者は、開発行為に伴い工事中に与えた損害について、その保障の

責を負うものとする。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めのない事項について必要があるときは、別に市長と開発事業

者が協議して定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、昭和 54 年 6 月 30 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 16 年 6 月 10 日から施行する。 
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Ⅲ．大館市開発行為技術基準 

 

 

第１章 総 則 

 

第１節 目 的 

 この大館市開発行為技術基準は、大館市開発指導要綱の施行に関し、都市計画

法第 33 条の「開発許可の基準」に定めること以外について、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

第２章 調 査 

 

第１節 調査 

開発事業者は、開発行為の計画に着手する前に、次に掲げる調査を行うものとする。 

（１） 予備調査 

① 既存の関係資料（地形図、地質図、周辺の他工事の土質･地質調査報告

書等）の収集整理により地形及び地質の調査 

② 道路の位置及び利用状況等の調査 

③ 河川、水路、下水道その他の排水施設の位置及び利用状況等の調査 

④ 電気、電信電話施設の位置及び利用状況等の調査 

⑤ 給水施設の位置及び利用状況等の調査 

⑥ 消防水利施設の位置及び利用状況等の調査 

⑦ その他公共施設等の位置及び利用状況等の調査 

⑧ 埋蔵文化財及び指定文化財の調査 

⑨ 急傾斜地崩壊危険区域等、法令等で指定された区域の調査 

（２） 本調査 

開発事業者は、開発行為の事前協議に先立ってボーリング調査又はサウンデ

ィング調査を行うものとする。ただし、都市計画区域内で開発区域の面積が１，０

００㎡以上３，０００㎡未満又は都市計画区域外で開発区域の面積が３，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の開発行為（以下「ミニ開発」という。）にあっては、開発区

域周辺の地質調査結果によりボーリング調査等を省略することができるものとする。 
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なお、沼地等軟弱な地盤については、ボーリング等十分な地質調査を行い、造

成後に地盤沈下等が生じないよう必要な措置をとるものとする。 

 

第３章 公共施設 

 

第１節 道路及び水路 

(１) 道路計画は、開発指導基本計画が定められている地域についてはこれを適合

させ、それ以外の地域については別途市長と協議して定めるものとする。 

(２)  道路幅員は６ｍ以上を原則とする。 

(３)  道路の横断勾配は 1.5％～2.0％を標準とする。 

(４)  道路は、原則舗装するものとし、路盤工については別途市長と協議するものとす

る。 

(５)  道路には、雨水等を有効に排水するため幅 300 ㎜以上の落蓋式側溝を使用し、

コンクリート既製品を原則とする。 

(６)  側溝にはコンクリート蓋を設置し、維持管理のため鋼製グレーチング蓋を 20ｍに

1 箇所設置することを原則とする。 

(７)  側溝等の 小勾配は、0.3％程度とする。 

(８)  道路には電柱等、交通･除雪に支障をきたす障害物を設置しないことを原則と

する。 

(９)  開発区域内の雨水等を有効に排出するため、必要がある場合は区域外であっ

ても側溝、排水路等を設け、流出可能な河川水路等に接続することを原則とする。 

(１０) 上記２号から７号までの規定は大館市に帰属又は寄附採納されない道路に

あっては、この限りではないものとする。 

 

第２節 公園、緑地及び広場 

(１) 公園、緑地及び広場（以下「公園等」という。）は、道路に接して配置し、できるだ

け平坦かつ整形に整地し、公園緑地と民有地の境界には外柵等を設け、出入口

には脱着式の車止めを設置する。 

(２) 公園等の緑化工事及び遊戯施設の設置等については、別途市長を協議して定

めるものとする。 

(３) 公園等内に電柱を設置する場合は別途市長と協議するものとする。 

(４) 上記第 1 号から第 3 号までの規定は、ミニ開発においてはこの限りではないもの
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とする。 

 

第３節 下水道  

(１) 大館市公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業（以下「下水道事

業」とする）の供用区域内及び事業認可区域内、又は計画区域内の開発行為に

ついては、「開発行為等に伴う下水道（管布設）工事取扱要綱」に従い、別途管理

者と協議するものとする。 

(２)  下水道の計画及び設計の基準は、社団法人日本下水道協会発行の「下水道

施設計画･設計指針と解説」によるものとする。 

(３)  農業集落排水事業区域に関わる開発行為等については、下水道事業の「開発

行為等に伴う下水道（管布設）工事取扱要綱」を準拠する。 

 

第４節 給水施設 

大館市上水道給水区域内の開発行為については、大館市の上水道を使用するこ

とを原則とし、給水施設の設置については「開発行為に伴う配水管布設工事取扱要

綱」に従い、別途管理者と協議するものとする。 

 

第５節 消防水利 

消防水利については、「大館市消防水利の設置に関する指導要綱」に従い、別途

大館市消防本部消防長と協議するものとする。 

 

第６節 ごみ一時預かり所 

（１） ごみ一時預かり所（以下「ごみステーション」という。）について は、宅地分譲を

目的とする開発行為の場合、開発事業者が設置するものとする。ただし、町内

会と協議し、町内管理のごみステーションの使用が可能な場合は、この限りでは

ない。 

（２） ごみステーションの管理については、開発事業者もしくは町内会が行うものとする。 

（３） ごみステーションの設置場所については、別途市長と協議するものとする。 

 

第７節 防犯灯 

防犯灯については、宅地分譲を目的とする開発行為をしようとする場合、開発区

域及びその周辺地域の防犯及び安全対策として必要があるときは、防犯灯を下記の
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とおり協議のうえ設置するものとする。 

(１) 防犯灯に使用する灯具はＬＥＤ（10ｗ以内のもの）とする。 

(２) 防犯灯は戸数５戸以上の区域内においては、概ね５０ｍに１基設置するものとし、

その他の区域においては、概ね電柱１本おきの間隔で設置するものとする。 

(３) 防犯灯の管理については、町内会等に引き継ぐまでは、開発行為者が管理する

ものとする。 

(４) 防犯灯の設置場所等については、事前に市ならびに町内会等と協議するものと

する。 

 

第８節  その他 

 開発行為により設置する公共公益施設について、すべての人が安全かつ快適に生

活できるような日常生活又は社会生活を営むことができる社会を形成するため、「秋

田県バリアフリー社会の形成に関する条例及び施行規則」の規定により設置するよう

努めるものとする。 

 

第４章 工事及び完了検査 

 

第１節 工事の施工 

(１) 開発事業者は、工事の施工に当たっては、優良で低廉な住宅供給を基本理念

とし、常に施工技術の確保に努めるものとする。 

(２) 開発事業者は、工事の施工に当たっては、秋田県建設交通部制定の土木工事

共通仕様書に準拠し、現場管理及び施工管理を実施するものとする。 

(３) 開発事業者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、速やかに必要な措

置を講ずると共に市長に事故を速報し、その後当該事故発生に関する報告書を

提出するものとする。 

(４) 開発事業者は、工事中周辺住民から苦情又は意見等があった場合は、誠意

を持って対応するものとする。 

(５) 開発事業者は、開発区域外の工事用運搬路を破損した場合は補修するものと

し、補修を行った場合は、その状況が確認できるように写真を撮りそれを記録する

ものとする。 

  

第２節 工事の完了 
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(１) 開発事業者は、開発区域の全部について工事が完了した場合、開発行為及び

ミニ開発にあっては工事完了届出書を次の図書を添付して提出するものとする。 

① 出来高管理図表又は出来高結果表 

② 工事写真 

③ 中間検査時の試験、検査結果表 

 

第３節 工事の検査 

(１) 都市計画法に基づく開発行為及び大館市開発指導要綱に基づく開発行為の完

了検査については、大館市の開発行為担当課職員及び該当する公共公益施設

の担当課職員がこれを検査するものとする。 

(２) 中間検査は、主として工事完成後明視できない箇所を大館市の開発行為担当

課職員及び該当する公共施設担当課職員が検査するものとする。 
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Ⅳ．開発行為に伴う下水道（管布設）工事取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大館市公共下水道事業（以下「下水道事業」という。）の計画区

域で、開発行為等に伴い下水道を使用するために必要な下水道施設の計画、設

計、施工をする場合の工事の適正化と費用負担及び維持管理について必要な事

項を定めることを目的とする。 

 

（適用の範囲） 

第２条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の開発行為により許可申請が

あった場合で、同法第３３条第１項第３号に該当する場合。 

(2) 前号にかかわらず、下水道事業の共用区域内、認可区域内、計画区域内の

いずれかの区域内において許可申請があった場合。 

(3) 前号の区域外であっても、区域外流入により下水道を使用する場合。 

 

（資格） 

第３条 下水道の計画、設計及び工事の監督監理は、下水道法（昭和３３年法律第７

９号。以下「法」という。）第２２条第１項の規定に基づき、下水道法施行令（昭和３４

年政令第１４７号）第１５条に定める資格者が行うものとする。 

 

（設計基準） 

第４条 下水道管の布設計画及び設計基準は、法及び大館市下水道条例（平成３年

条例第２５号。以下「下水道条例」という。）に定めるもののほか、建設省都市局下

水道部監修の「下水道施設計画・設計指針と解説」並びに「大館市公共下水道基

本計画」等に準拠するものとする。 

 

（使用資材） 

第５条 下水道工事に使用する主要な資材は、社団法人日本下水道協会規格

（JSWAS）製品又は同等品とし、マンホール鉄蓋及び公共桝蓋は市が定めたデザイ

ン蓋とする。なお、これ以外の資材については日本工業規格（JIS）製品等とする。 
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（事前協議） 

第６条 申請者は、下水道施設の設計に際し、あらかじめ次の各号について別に定め

る事前協議書に基づき、公共下水道管理者（以下「管理者」という。）と協議しなけ

ればならない。 

(1) 開発区域の場所及び規模 

(2) 開発する目的 

(3) 工事の予定時期及び下水道使用開始予定時期 

(4) 下水道計画の規模及び構造 

(5) 周辺の既設下水道施設の状況 

(6) 開発行為等で設ける施設の維持管理の方法 

(7) 関係法令に基づく許可又は協議の状況 

(8) その他協議に必要な事項 

 

（申請） 

第７条 申請者は、前条の協議が整った後、下水道条例第２９条に基づき、大館市下

水道条例施行規程（平成１７年管理規程第１号）第２１条第１項に定める公共下水

道行為の許可（変更）申請書を、管理者に提出しなければならない。また、大規模

な開発等においては法第１６条に基づき管理者の承認を受けなければならない。 

 

（費用負担） 

第８条 前条の規定による申請の許可又は承認を受けた工事に要する費用は、すべ

て申請者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。 

 

（受益者負担の減免） 

第９条 大館都市計画事業受益者負担金に関する条例（平成３年条例第２６号）第１

２条第２項第５号の規定による負担金の減免を受けるときは、同条第３項に基づき、

大館都市計画事業受益者負担金に関する条例施行規則（平成１７年管理規程第

３号）第１１条に定める下水道事業受益者負担金減免申請書を提出しなければな

らない。 

 

（完成検査） 

第１０条 申請者は、当該工事完成時には遅滞なく工事完了届を管理者に提出し、
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完成検査を受けなければならない。 

 

（施設の所有権及び維持管理） 

第１１条 この要綱により申請者が工事した施設を管理者に無償で帰属するものとする。

また、帰属した施設の維持管理は管理者が行うものとする。 

２ 前項の帰属は、完了検査後申請者が公共施設（公共下水道）の引継書の提出を

もって行うものとし、提出日をもって管理者が維持管理する施設とみなす。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理

者が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１０年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
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第 6 条関係 

 

事  前  協  議  書 

 

平成  年  月  日 

 

大館市水道事業等管理者  様 

 

申  請  人 

住    所 

商号又は名称 

氏    名 

電 話 番 号 

 

下記により下水道管布設工事について協議します。 

(1)  

 

申 請 の 場 所 

及 び 規 模 

申請場所  

計画面積 ㎡ 区画数  

(2) 開 発 の 目 的  

(3) 時 期 
工 事 予 定 平 成 年 月 日 ～ 平 成 年 月 日

供 用 開 始 予 定 平成  年 月 日 

(4) 下 水 道 管 布 設 計 画 
規 模 及 び 構 造

下水道管布設口径  

布 設 延 長  

集合住宅等の有無 有    棟  ： 無 

(5) 周辺の既設下水道管 

及び排水設備の状況 

 

(6) 開発行為等で設ける 

施設の維持管理方法 

 

(7) 関 係 法 令 に 基 づ く 

許可又は協議の状況 

 

(8) そ の 他 協 議 に 

必 要 な 事 項 
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様式第23号(第21条関係) 

 

公共下水道行為の許可(変更)申請書 

 

年  月  日   

 

 大館市水道事業等管理者 様 

 

住 所              

氏 名                 印   

電 話   (              )    

 

 大館市下水道条例第29条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

設 置 場 所

  

設 置 物 件

  

設 置 目 的

  

使 用 期 間

( 工 事 期 間 ) 

年   月   日から 

年   月   日まで 

設 置 面 積

及 び 延 長 

面 積 m2 

延 長 m 

工 事 施 工 者
住 所   

氏 名   

添 付 書 類 1 位置図  2 平面図  3 構造図  4 その他 
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様式第24号(第21条関係) 

 

公共下水道行為の許可(変更)決定通知書 

 

年  月  日     

 

           様 

 

 

大館市水道事業等管理者        印   

 

 

     年  月  日付けで申請のあった行為について、次のとおり決定したので通知し

ます。 

決 定 区 分 1 許可する    2 許可しない 

許 可 しない理 由 

  

設 置 場 所

  

設 置 物 件

  

使 用 期 間
年   月   日から 

年   月   日まで 

設 置 面 積

及 び 延 長 

面 積 m2 

延 長 m 

条 件
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（第 10 条関係） 

開 発 行 為

許 可 番 号
第  号

 

工事完了届（公共下水道行為） 

 

平成  年  月  日 

 

大館市水道事業等管理者 様 

 

申 請 者 

住    所 

商号又は名称 

氏    名           印 

電 話 番 号 

工事施工者 

住    所 

商号又は名称 

氏    名           印 

電 話 番 号 

 

次のとおり公共下水道行為に伴う工事が完成したので、お届けします。 

工 事 場 所  

工 事 期 間 
着 工  平 成   年   月   日 

完 成  平 成   年   月   日 

完 成 年 月 日 平 成   年   月   日 

完 成 図 書 1  位 置 図  ２  平 面 図  ３  構 造 図  ４  そ の 他 
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平成  年  月  日 

 

公共施設（公共下水道）の引継書 

 

大館市水道事業等管理者 様 

 

住 所 

氏 名 

電 話 

 

大館市下水道条例第 29 条第 1 項の申請による（公共下水道行為の許可）工事が完

了したので関係書類を添えて引継ぎいたします。 

設置場所 
 

設置物件 
 

設置目的 
 

設  置 

期  間 

平成   年   月   日から 

平成   年   月   日まで 

設置物件 

下 水 道 管  

マ ン ホ ー ル  

公 共 桝  

そ の 他  

工  事 

施 工 者 

住 所

氏 名

 

添付書類 1 . 位 置 図  ２ . 平 面 図  ３ . 構 造 図 
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Ⅴ．開発行為等に伴う配水管布設工事取扱要綱 

 

（ 目 的 ） 

第１条 この要綱は、大館市上水道事業及び簡易水道事業（以下「水道事業」とい

う。）の区域内に、申請者が開発行為等に伴い給水するために必要な配水管布設

の計画、設計、施工する場合の工事の適正化と費用負担、給水施設、消防水利施

設及びこれに関する用地の維持管理について必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

（開発行為等の範囲） 

第２条 開発行為等の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 

（１）都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第２９条の開発行為により許可申請が

あった場合で、同法第３３条１項４号に規定する給水施設で配水管の口径が５

０ミリメートル以上１００ミリメートル以下のとき。 

（２）前号にかかわらず、水道事業の配水管が整備されていない区域において申請

があったとき。 

 

（事前協議） 

第３条 申請者は、給水施設の設計に際し、次の各号について事前協議書（様式第１

号）に基づき、あらかじめ大館市公営企業管理者（以下「管理者」という。）と協議し

なければならない。 

（１）開発区域の場所及び規模 

（２）開発する目的 

（３）工事の予定時期及び給水開始予定時期 

（４）配水管布設計画の規模及び構造 

（５）周辺の既設配水管及び給水管の状況 

（６）大館市消防本部との協議に基づく消防水利施設の配置 

（７）配水管及び消防水利施設に要する用地の維持管理の方法 

（８）関係法令に基づく許可又は協議の状況 

（９）その他協議に必要な事項 
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（給水の申込み） 

第４条 申請者は、前条の協議が整った後、大館市水道給水条例（平成 10 年条例

第 8 号。以下「給水条例」という。）第５条及び大館市給水条例施行規程（平成 10

年管理規程第 2 号。以下「施行規程」という。）第３条に基づき、給水装置申込承

認申請書に配水管布設申請書（様式第２号）を添付し、管理者に提出しなければ

ならない。 

 

（配水管布設の計画、設計の基準及び工事の施工） 

第５条 配水管布設の計画、設計及び工事の施工は給水条例第８条に規定する指

定工事業者で、かつ、大館市水道施設工事等入札制度実施要綱（平成１７年４月

１日施行）第７条の大館市水道施設工事業者等級格付名簿に登録されたＣ等級

格付と同等以上の資格を有すると認められる者が行わなければならない。 

２ 配水管の布設計画及び設計の基準は、日本水道協会発行の「水道施設設計指

針」及び全国水道協議会発行の「水道事業実務必携」によるものとする。 

（１） この要綱により布設できる配水管の口径は５０ミリメートル以上１００ミリメートル

以下とし、管種について口径７５ミリメートル以上はダクタイル鋳鉄管を基本とする。

ただし、その他の管種を使用する場合は、理由書及び構造計算書等を添付し協

議するものとする。なお、その他の資材については管理者が指定するものとする。 

（２） 第３条により申請した配水管布設路線と水道事業の配水管整備計画路線が

同一である場合は、水道事業の配水管整備計画路線の口径に基づき施工しな

ければならない。ただし、これに要する費用の差額は水道事業で負担することが

できる。 

（３） 第３条により申請した配水管布設路線に既設補助管及び給水管が埋設され

ている場合は、すべて申請した配水管から切替するものとし、これに要する費用

は申請者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めた場合はその限りでない。 

（４） 申請した配水管が末端となる場合は、原則として排水弁を設けなければなら

ない。 

 

（手数料の徴収） 

第６条 管理者は、配水管布設工事の申請を審査し、資材検査及び完成検査するた

め申請者から給水の申込みの際、手数料を徴収する。 

２ 前項の手数料の額は、工事価格の１００分の３とする。 
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３ 申請者は、前項の手数料を管理者が発行する納付書により指定する期日まで、大

館市公営企業会計規程（昭和 52 年管理規程第 1 号）第２条第４号及び第５条第

１号に基づき納付しなければならない。 

４ 納付した手数料は、還付しないものとする。ただし、管理者が特別の理由があると

認めるときはこの限りではない。 

 

（完成検査） 

第７条 申請者は、当該工事が完成した場合遅滞なく、配水管布設工事完了届を管

理者に提出し、大館市公営企業工事検査規程（昭和 63 年管理規程第 8 号）に基

づく検査員の完成検査を受けなければならない。 

 

（施設の所有権） 

第８条 前条の完成検査に合格したすべての水道施設は、その所有権を管理者に無

償で帰属するものとする。 

２ 申請者は、完成検査に合格した場合、申請者及び指定工事業者の双方が署名捺

印した工事完成引渡し書（以下「引渡し書」という。様式第３号。）を提出するものと

する。 

３ 第１項の帰属する月日は、管理者が引渡し書を受理した日とする。 

 

（給水開始時期） 

第９条 前条の水道施設への給水の開始時期は、原則として前条の書面の提出後と

する。 

  

（施設に要する用地の取扱い） 

第１０条 この要綱に基づく給水に必要な用地が、大館市以外の所有の場合、申請者

が取得し、管理者と土地の無償貸借等して管理者が指示するとおり施設管理用地

として適正に維持管理しなければならない。 

 

（そ の 他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理

者が別に定める。 
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   附 則 

この要綱は、平成１０年７月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
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第 6 条関係 

事  前  協  議  書 

 

年  月  日 

 

大館市水道事業等管理者 様 

申請人 

住      所 

商号又は名称 

氏     名 

 

下記により水道管布設工事について協議します。 

(2)  

 

申 請 の 場 所 

及 び 規 模 

申 請 場 所  

計 画 面 積 ㎡ 区画数  

(2) 開 発 の 目 的  

(3) 時 期 工 事 予 定 平成  年 月 日～平成  年 月 日 

給水開始予定 平成  年 月 日 

(4) 配 水 管 布 設 計 画 規 模 及 び 構 造 配水管布設口径 mm

布設延長 m

集合住宅等の有無 有    棟： 無 

(5) 周 辺 の 既 設 配 水 管 

及 び 給 水 管 の 状 況 

 

(6) 大館市消防本部との協

議 に 基 づ く 消 防 水 利 

 

(7) 配水管及び消防水利施

設 に 要 す る 用 地 の 

維 持 管 理 方 法 

 

(8) 関 係 法 令 に 基 づ く 

許 可 又 は 協 議 の 状 況 

 

(9) そ の 他 協 議 に 必 要 な 

事 項 
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（第 4 条関係） 

配 水 管 布 設 申 請 書 

平成  年  月  日 

大館市水道事業等管理者 様 

 

申 請 者 
住 所  

商 号 又 は 名 称  

条 件 変 更 等 に 

 

 

対 す る 措 置 

下記申請場所の配水管布設工事に関し、「大館市水道供給条

例」及び「開発行為に伴う配水管布設工事取扱要綱」に基づき施

工いたしたく申請いたします。 

 また、当該工事内容が申請内容と一致しないときは管理者と協議

すると共に、必要あると認められた場合は管理者の指示に従い申請

内容を訂正又は変更し施工いたします。 

 

申請者 

氏  名           印 

配 水 管 布 設 

申 請 場 所 

大館市 

設計及び工事の

施工条件変更等

に対する措置 

特定工事業者名  

上記配水管布設工事に関し責任をもって設計及び施工し、当該

工事内容が申請内容と一致しないときは遅滞なく管理者に報告す

ると共に、必要があると認められた場合は管理者の指示に従い申請

内容を訂正又は変更し施工いたします。 

 

代表者氏名        印 

添付書類 

 ・施工平面図（Ｓ＝1／500）及び配管詳細図  ・設計書（予算書） 

 ・開発行為の許可証 

※指示事項 

※欄は記入しないでください。
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（第１０条関係） 

 

工 事 完 成 引 き 渡 し 書 

 

平成  年  月  日

大館市水道事業等管理者 様 

 

申請者 住所 

    商号又は名称 

    氏名 

 

施工者 住所 

    商号又は名称 

    氏名 

 

下記の開発行為に伴う配水管布設工事が完了しましたので引き渡します。 

工 事 場 所 大館市 

完 成 年 月 日 平成  年  月  日 

完 成 検 査 年 月 日 平成  年  月  日 

引 き 渡 し 

 

施 設 の 概 要 

全延長 

 Ｌ＝   ｍ 

直管類 Ｄ Ｉ Ｐ Ｌ＝    ｍ 

    ＨＩＶＰ Ｌ＝    ｍ 

    Ｐ  Ｐ Ｌ＝    ｍ 

弁 類   基 

制水弁（ソフトシール）青    基 

制水弁（ソフトシール）青    基 

排泥弁（ソフトシール）青    基 

その他 
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Ⅵ．諸様式 

１．国土交通省様式 

（１）別記様式第二の二（第十六条関係） 

開 発 行 為 許 可 申 請 書 

 都市計画法第２９条第２項の規定により、開発行為の許可を申請し

ます。 

                             年  月  日 

 

           様 

 

           許可申請者 住 所 

             氏 名 

※手数料欄 

開

発

行

為

の

概

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

２ 開 発 区 域 の 面 積                       平方メートル

３ 予 定 建 築 物 等 の 用 途  

４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

５ 工 事 着 手 予 定 年 月 日   年  月  日 

６ 工 事 完 了 予 定 年 月 日   年  月  日 

７ 

自己の居住の用に供するもの、 

自己の業務の用に供するもの、 

その他のものの別 

 

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

 ※ 受  付  番  号   年  月  日         第    号 

 ※ 許 可 に付 した条 件  

 ※ 許 可 番 号   年  月  日       第    号 

 備 考 １ 許可申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 
        ２ 許可申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略

することができる。 
      ３ ※印のある欄は記載しないこと。 
        ４  「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等

を要する場合には、その手続の状況を記載すること。 
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（２）別記様式第三（第十六条関係） 

資  金  計  画  書 

 

 １ 収支計画                       （単位 千円） 

科 目 金 額 

収

入 

処 分 収

入 住 宅 処 分 収 入

○ ○ ○

補 助 負 担

金  ○ ○ ○

○ ○ ○

計 

 

支

出 

用 地

費 

工 事

費 整 地 工 事 費

道 路 工 事 費

排水施設工事費

給水施設工事費

○ ○ ○

附 帯 工 事

費 

事 務

費 

借 入 金 利

息 

○ ○ ○

計 
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２ 年度別資金計画                     （単位 千円） 

年  度 

 科  目 
年度 年度 年度 年度 計

支

出 

事 業 費 

用 地 費 

工 事 費 

附 帯 工 事 費 

事 務 費 

借 入 金 利 息 

○ ○ ○ 

借 入 償 還 金 

○ ○ ○ 

計 

     

収

入 

自 己 資 金 

借 入 金 

 ○ ○ ○ 

処 分 収 入 

宅地処分収入 

○ ○ ○ 

補 助 負 担 金 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

計 

○ 

     

借 入 金 の 借 入 先 
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（３）別記様式第四（第二十九条関係） 

工 事 完 了 届 出 書 

 

                                                  年  月  日 

          様 

 

               届出者  住 所   

                   氏 名 

 

  都 市 計 画 法 第 ３ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 開 発 行 為 に 関 す る 工 事            

（許可番号  平成  年  月  日    第   号）が下記のとおり完了しましたので

届け出ます。 

記 

 

１ 工事完了年月日           年  月  日 

 

２ 工事を完了した開発区域         

  又は工区に含まれる地域 

  の名称 

 ※ 受 付 番 号     年  月  日   第    号 

 ※ 検 査 年 月 日   年  月  日 

 ※ 検 査 結 果 合     否 

 ※ 検 査 済 証 番 号   年  月  日   第    号 

 ※ 工 事 完 了 公 告 年 月 日       年  月  日 

  備 考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者
の氏名を記載すること。 

        ２ 許可申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行
う場合においては、押印を省略することができる。 

      ３  ※印のある欄は記載しないこと。 
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（４）別記様式第五（第二十九条関係） 

公共施設工事完了届出書                   

                                                 年  月  日 

          様 
 
                         届出者   住  所 
 
                                  氏  名                        ・ 
 
  都市計画法第３６条第１項の規定により、公共施設に関する工事（許可番号 

    年    月    日  第      号）が下記のとおり完了しましたので届け出ます。 
 

記 
 
１ 工事完了年月日         年  月  日 
 
２ 工事を完了した公共施設が        
  存する開発区域又は工区に 
  含まれる地区の名称 
 
３ 工事を完了した公共施設 
 

 ※ 受 付 番 号     年  月  日   第    号 

 ※ 検 査 年 月 日   年  月  日 

 ※ 検 査 結 果 合     否 

 ※ 検 査 済 証 番 号   年  月  日   第    号 

 ※ 工 事 完 了 公 告 年 月 日   年  月  日 

 
 備 考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者

の氏名を記載すること。 
        ２ 許可申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行

う場合においては、押印を省略することができる。 
    ３  ※印のある欄は記載しないこと。 
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（５）別記様式第六（第三十条関係） 

開発行為に関する工事の検査済証 

 

                                                      第     号 

                                                      年  月  日 

 

             様 

    

                                    ・ 

 

 下記の開発行為に関する工事は、  年  月  日検査の結果都市計画法第２９条の

規定による開発許可の内容に適合していることを証明します。 

 

 

記 

 

１ 許可番号                      年  月  日    第   号 

 

 

２ 開発区域又は工区に 

含まれる地域の名称 

 

 

３ 許可を受けた者の住所および氏名 
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（６）別記様式第七（第三十条関係） 

公共施設に関する工事の検査済証 

 

                                                    第     号 

                                                      年  月  日 

 

                         様 

 

 

                                    ・ 

 

 下記の公共施設に関する工事は、  年  月  日検査の結果都市計画法第２９条の

規定による開発許可の内容に適合していることを証明します。 

 

記 

 

１ 許可番号          年  月  日    第    号 

 

２ 工事が完了した公共施設が存する開発区域 

  又は工区に含まれる地域の名称 

 

３ 工事を完了した公共施設 

 

４ 許可を受けた者の住所および氏名 
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（７）別記様式第八（第三十二条関係） 

開発行為に関する工事の廃止の届出書 

 

                                                    年  月  日 

 

         様 

 

                                 届出書 住 所 

                             氏 名 

 

  都市計画法第３８条の規定により、開発行為に関する工事（許可番号    年   

   月    日  第   号）を下記のとおり廃止しましたので届け出ます。 

 

記 

 

１  開発行為に関する工事を       年    月    日 

    廃止した年月日 

 

２  開発行為に関する工事の        

    廃止に係る地域の名称 

 

３  開発行為に関する工事の                     平方メートル 

    廃止に係る地域の面積 

 

 

 

 備 考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者

の氏名を記載すること。 

        ２ 許可申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行

う場合においては、押印を省略することができる。 
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（８）別記様式第九（第三十四条関係） 

建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書 

            

        建  築  物       新   築       

                                                改   築   

  都市計画法第４３条第１項により、  第 一 種 特   の    用 途 の 

                                                  変   更    

                                定 工 作 物         新   設    

  の許可を申請します。 

                                       年    月    日 

             様 

                     許可申請者 住 所 

                                氏 名 

※手数料欄 

1 

建築物を建築しようとする土地、用途の変更をしようとする

建築物の存する土地又は第一種特定工作物を新設しよう

とする土地の所在、地番、地目および面積 

 

2 
建築しようとする建築物、用途の変更後の建築物又は新設

しようとする第一種特定工作物の用途 
 

3 
改築又は用途の変更をしようとする場合は、既存の建築物

の用途 
 

4 

建築しようとする建築物、用途の変更後の建築物又は新設

しようとする第一種特定工作物が法第 34 条第１号から第８

号の２まで又は令第 36 条第１項第３号ロからホまでのいず

れの建築物又は第一種特定工作物に該当するかの記載お

よびその理由 

 

5 その他必要な事項  

※ 受 付 番 号   年   月   日     第       号

※ 許 可 に 付 し た 条 件  

※ 許 可 番 号   年   月   日     第       号

 備 考 １ 許可申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代
表者の氏名を記載すること。 

        ２ 許可申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行
う場合においては、押印を省略することができる。 

      ３  ※印のある欄は記載しないこと。 
        ４  「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築若しくは用途の変更

又は第一種特定工作物の新築をすることについて他の法令による許可、
認可等を要する場合には、その手続の状況を記載すること。 
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２．大館市規則様式 

様式第 1 号（第 9 条関係） 

公共施設管理者の同意書 

 

年   月   日 

  

               様 

  

公共施設管理者   住 所            

氏 名         印 

  

   次の開発行為は、管理上支障がないものと認め、同意します。 

1 関係する公共施設 

2 開発許可の申請者住所及び氏名 

3 開発区域の所在及び地番 

4 開発区域の面積 

5 開発行為の目的 
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様式第 2 号（第 9 条関係） 

公共施設管理予定者との協議の経過書 

 

開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

公 共 施 設 の 名 称  

協 議 項 目 協 議 内 容 協 議 結 果 （ 条 件 ）

設 計   

管 理 方 法   

土 地 の 帰 属   

費 用 の 負 担   

そ の 他   

協議年月日 

 

年  月  日 

開発許可申請者

住 所 氏 名

 

管理予定者住所

氏 名
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様式第 3 号（第 9 条関係） 

年  月  日 

大館市長 様 

 

申請者 住 所 

氏 名         印 

 

開発行為変更許可申請書 

 

都市計画法第 35 条の 2 第 1 項の規定により、開発行為の変更の許可を申請します。 

開

発

行

為

の

変

更

の

概

要

1 開発区域に含まれる地域の名称  

2 開発区域の面積  

3 予定建築物等の用途  

4 工事施行者住所氏名  

5 法第３４条の該当号及び該当す

る理由 
 

6  その他必要な事項  

  開発許可の許可番号    年  月  日 第  号 

  変更の理由   

※ 受付番号    年  月  日 第  号 

※ 変更の許可に付した条件   

※ 変更の許可の許可番号    年  月  日 第  号 

備考 1 ※印のある欄は、記載しないでください。 

   2 ｢開発区域の面積｣の欄は、平方メートルを単位として記載してください。 

   3 ｢法第 34 条の該当号及び該当する理由｣の欄は、申請に係る開発行為の変更が市街化

調整区域内において行われる場合に記載してください。 

   4 ｢その他必要な事項｣の欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令に

よる許可、認可等を要する場合には、その手続の状況を記載してください。 

  5 開発行為の変更の概要(｢その他必要な事項｣を除く。)は、変更前及び変更後の内容を

対照させて記載してください。 
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様式第 4 号（第 9 条関係） 

年  月  日   

 

   大館市長 様 

 

届出者 住 所              

氏 名   

  

 

開発行為変更届出書 

 

 

  都市計画法第 35 条の 2 第 3 項の規定により、開発行為の変更について、次のとおり届け出

ます。 

 

 １ 変更に係る事項 

 

 ２ 変更の理由 

 

 ３ 開発許可の許可番号         年  月  日           第     号  

 

 

 

 備考 変更に係る事項は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 
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様式第 5 号 （第 9 条関係） 

 

 

都市計画法による命令の公示 

 

 

（土地又は工作物等の）所在地 

 

命令を受けた者の氏名 

 

 

 この（土地又は工作物等）は、都市計画法に違反しているので、   年   月   日付

けで、同法第 81 条の規定により、               を命じた。 

 

 注 1 この標識を損壊した者は、公用文書等毀棄罪で罰せられます。 

 

  2 この命令に違反して、       を行った場合は、罰せられます。 

 

 

  3  年  月  日 

水道事業者名             水道 

電気事業者名    に対して   電気  の供給の申込みの承諾を 

           

 

   保留するよう要請しています。 

 

 

   年   月   日 

 

 

                  大館市長 
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様式第 6 号 （第 9 条関係） 

設 計 説 明 書 
(１) 設計者 

住所氏名 

 

(２) 
開発区域に含まれる地
域の名称 

  
(３) 

申請者 
氏 名 

 

 

設
計
方
針 

(４)目    的 
 

(５)基 本 方 針 
 

土
地
の
現
況 

(６)地    域 
(地区、街区等) 

都市計画区域 用途地域 その他 
   

(７)地 目 

区分 宅 地 農 地 山 林 そ の 他 合 計

面積      

比率     100％

(８)所有別 

区分 自 己 所 有 買 収 予 定 地 主 還 元 そ の 他 合 計

面積      

比率     100％

(９)土地の地形、地質 
及び措置 

 

(10)土地の利用 
計画 

区分 宅 地 用 地 道 路 用 地
公 園 緑 地
広 場 用 地

そ の 他 合 計

面積      

比率     100％

(11)備   考  

(12)街区の計画  

公

共

用

施

設

等

整

備

計

画

種    類 計  画  概  要 管理予定者 

(13)道   路 
幅員        延長 
勾配        路面 
接続道路名及び管理者 

 

(14)排 水 施 設 
方法        構造 
放流先名及び管理者 

 

(15)給 水 施 設   

(16)ガス供給施設   

(17)公園緑地広場   

(18)街 路 照 明   

(19)消 火 水   

(20)公益的施設   

(21)そ の 他   

(22)備 考  
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裏  面 

 

備 考 

 1 (4)目的欄には、開発区域の使用目的及び分譲、建売又は社員住宅の別を記入し

てください。 

 2 (5)基本方針欄には、計画上特に配慮した点を記入してください。 

 3 (6)地域（地区、街区等）欄には、用途地域その他の区分名等を記入してください。  

 4 (9)土地の地形、地質及び措置欄には、土地の勾配、切土又は盛土の別並びに土の

置換え、擁壁等の措置を記入してください。 

 5 (11)備考欄には、現況図の補足説明を記入してください。 

6 (12)街区の計画欄には、宅地の区割の大きさ及び数を記入してください。 

 7 (13)道路欄には、幅員（すべての種類）、延長距離、 大縦断勾配、路面の仕上等

を記入してください。 

 8 (14)排水施設欄には、直角式、しゃ集式、放射式等の方法の別及び排水管の材料

等の構造を記入してください。 

  9 (17)公園、緑地又は広場欄には、公園、緑地又は広場の別並びにその中に設ける

施設等を記入してください。 

 10 (19)消火水欄には、消防活動のための水の供給方法、消火栓、防水用水等を記入

してください。 

 11 (20)公益的施設欄には、教育、医療、購買等の施設を予定している場合にその施

設を記入してください。 

 12 (21)その他の欄には、汚水処理施設等がある場合に、その種類、概要等を記入して

ください。 
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様式第 7 号 （第 9 条関係） 

関 係 権 利 者 の 同 意 書 

 

  開発許可申請者氏名 

  （             ）の施行に係る開発行為については、異議がないのでその施行に同意し

ます。 

権利の 

対象物 
所在及び地番 

面 積

( 用 途 )

権利の 

種類 

同意年

月日 

権利者の住所、

氏名 
印 
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様式第 8 号 （第 9 条関係） 

開  発  登  録  簿 (調  書) 

開発許可年月日、

番号 

年   月  日 

第         号

地位の承継承認

年月日、番号 

年  月  日 

第        号 

変更 

開発許可を受けた

者の住所、氏名 
 

地位の承継者の

住所、氏名 
 

工 事 施 行 者 住 所 、氏 名  

工 事 設 計 者 住 所 、氏 名  

開発区域に含まれる地域の名

称及び面積 
 

予 定 建 築 物 等 の 用 途  

開 発 の 目 的  

都市計画法第 41 条第 1 項の

建築制限の内容 
 

許  可  条  件  

工

事

完

了

検

査

工      事      名
 

工  事  完  了  年  月  日
 

工 事 完 了 検 査 年 月 日
 

検 査 済 証 交 付 年 月 日
 

公  告  年  月  日
 

  備考 
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様式第 9 号（第 4 条、第 9 条関係） 

 

 

50

セ

ン

チ

メ

｜

ト

ル

以

上 

  
開  発  許  可  標 

許 可 年 月 日 番 号 年  月  日  第    号 

工 事 の 場 所
 

施 工 面 積
 

工 事 予 定 期 間
 

工 事 施 行 者  

工 事 設 計 者
 

工 事 管 理 者
 

工 事 の 名 称
 

許 可 を 受 け た 者  

 

 

80 センチメートル以上 
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様式第 10 号 （第 5 条、第 9 条関係） 

年  月  日   

 

 大館市長 様 

 

申請者 住 所              

氏 名              

  

工事完了公告前建築等承認申請書 

 

都市計画法第 37 条第 1 号の規定により、建築物（特定工作物）の着工の承認を受けたいの

で、申請します。 

  

開発許可を受けた地域の名称  

開 発 許 可 年 月 日 及 び 番 号 年  月  日    第   号

開 発 行 為 の 工 事 予 定 年 月 日 年   月   日

建築物（特定工作物）の敷地の名

称 
 

建築物（特定工作物）の概要  

工 事 の 状 態  

理由  
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様式第 11 号 （第 6 条、第 9 条関係） 

年  月  日   

 

 大館市長 様 

 

申請者 住 所 

氏 名            

  

建築制限緩和許可申請書 

 

都市計画法第 41 条第 2 項ただし書の規定により、建築制限の緩和の許可を受けたいので、申

請します。 

開 発 許 可 年 月 日 及 び 番 号 年  月  日    第   号

定 め ら れ た 制 限 の 内 容 

建 築 物 の 用 途 

建築物を建築しようとする土地

の所在及び地番 
 

許 可 を 受 け る 具 体 的 内 容  

申 請 の 内 容 
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様式第 12 号 （第 9 条関係） 

 

建 築 物 概 要 書 

主 要 用 途  敷 地 面 積 と の 比 パーセント

 建 築 面 積 延 べ 面 積 敷 地 面 積

申 請 部 分 平方メートル 平方メートル

申請以外の部分 

合 計 平方メートル

建 築 物 の 棟 別 の 概 要 

棟 

番 号 
用 途 

工 事 

種 別 
構 造 階 数

建 築

面 積

延 べ

面 積

外 壁 の 

仕 上 げ 

高 の

高さ 

     平方メートル 平方メートル  メートル 

         

         

         

         

         

         

備 考 
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様式第 13 号 （第 7 条、第 9 条関係） 

年  月  日   

 

 大館市長 様 

 

申請者  住 所              

氏 名             

  

予定建築物等以外の建築（建設、用途変更）許可申請書 

 

都市計画法第 42 条第 1 項ただし書の規定により、予定建築物等以外の建築（建設、用途変

更）の許可を受けたいので、申請します。 

 

開発許可を受けた地域の名称  

開 発 許 可 年 月 日 及 び 番 号 年  月  日    第   号

許可を受けた建築物（特定工作

物）の用途 

予定建築物等以外の建築物（特

定工作物）の用途 

 

理 由 
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様式第 14 号（第 8 条、第 9 条関係） 

年  月  日   

 

 大館市長 様 

 

申請者 住 所              

氏 名             

  

地位承継承認申請書 

 

開発許可を受けた者から、開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことから、都市計画法第45条の規

定により、当該開発許可に基づく地位を承継したのいで、承認を受けたく申請します。 

 

許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

許可を受けた土地の所在及び地番  

開 発 許 可 年 月 日 及 び 番 号 年  月  日    第   号

許 可 の 種 類
 

申請の理由 
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３．大館市開発指導要綱 様式 

 

様式第１ 

公 共 施 設 管 理 予 定 者 協 議 書 

 

大館市開発指導要綱により新たに設置する公共施設及び既存公共施設

について、次のとおり協議いたします。 

 

年  月  日 

 

大 館 市 長  様 

協議者 住 所 

    氏 名  

 

開発区域に含まれる名称  

公 共 施 設 の 名 称  

協 議 項 目 協 議 内 容 協 議 結 果 （ 条 件 ）

設 計   

管 理 方 法   

土 地 の 寄 附   

費 用 の 負 担   

そ の 他   

管 理 予 定 者

住 所 ・ 氏 名
印
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様式第２ 

開発行為事前協議書 

・         地内の開発行為をしたいので、都市計画法第３２条の規定に基づき、

同法第３９条及び４０条に関し、別添計画書より協議します。 

・大館市開発指導要綱により、次のとおり協議します。 
  年  月  日 

 

大館市長 様 

協議者 住 所 

    氏 名 

開

発

行

為

の

概

要

１ 開発行為に含まれる地域の名称
 

２ 開 発 区 域 の 面 積
 

３ 予 定 建 築 物 の 用 途
 

４ 工 事 施 工 者 住 所 氏 名
 

５ 工 事 着 手 予 定 年 月 日
 

６ 工 事 完 了 予 定 年 月 日
 

７ 
自己の居住又は業務の用に供す
るもの否かの別 

 

８ その他必要な事項 
 

※受付番号 年  月  日 都収第   号 

※許可番号 年  月  日 都収第   号 

備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

２ 「その他必要な事項」の欄には、農地法･その他の法令による許可認可等を

要する場合、その手続きの状況を記載すること。 

３ この書類には、別紙開発行為事業計画書を添付すること。 

４ 添付図面～位置図、現況図、開発計画図、断面図、給排水施設平面図、

公図写 
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様式第３ 

開発行為事業計画書 
(１)設計者 

  住所氏名 

(２)開発区域に含まれ 
る地域の名称 

 (３)協議者 
氏 名 

設
計
方
針 

(４)目    的 
 

(５)基 本 方 針 
 

土
地
の
現
況 

(６)地    域 
(地区、街区等) 

都市計画区域 用途地域 その他 
   

(７)地 目 

区分 宅 地 農 地 山 林 そ の 他 合 計

面積      

比率     100％

(８)所有別 

区分 自 己 所 有 買収予定 地主還元 そ の 他 合 計

面積      

比率     100％

(９)土地の地形、地質 
及び措置 

 

(10)土地の利用 
計画 

区分 宅 地 用 地 道路用地
公 園 緑 地
広 場 用 地

そ の 他 合 計

面積      

比率     100％

(11)街区の計画  

公

共

用

施

設

等

整

備

計

画

種    類 計  画  概  要 管理予定者 

(12)道   路 
幅員        延長 
勾配        路面 
接続道路名及び管理者 

 

(13)排 水 施 設 
方法        構造 
放流先名及び管理者 

 

(14)給 水 施 設   

(15)ガス供給施設   

(16)公園緑地広場   

(17)街 路 照 明   

(18)消 火 水   

(19)公益的施設   

(20)そ の 他   

(21)備 考  
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開発行為事業計画書記入要領 

1 (4) 目的欄には、開発区域の使用目的並びに分譲建売及び社員住宅等の別を記入

すること。 

2 (5) 基本方針には、計画上特に配慮した点を記入すること。 

3 (6)、(7)及び(8)欄には、該当する区分名のところに記入すること。 

4 (9) 土地の地形、地質及び措置欄には、土地の勾配、切土、盛土の地質並びに土の

置換え、よう壁の措置等を記入すること。 

5 (10) 土地の利用計画欄には、該当する区分名のところに記入すること。 

6 (11) 街区の計画欄には、宅地の区割の大きさ、数を記入すること。 

7 (12) 道路欄には、幅員(すべての種類)、延長距離、 大縦断勾配、路面の仕上等

を記入すること。 

8 (13) 排水施設欄には、直角式、しや集式、放射式等の方法の別、種類や構造、放流

先名及び管理者との協議が済んでいるか等を記入すること。 

9 (14) 給水施設欄には、公共上水道、自家水道の別を記入すること。 

10 (15) ガス供給施設欄には、集団供給、個人施設の別を記入すること。 

11 (16) 公園、緑地、広場欄には、箇所数、面積、外柵の取付けの種類及びその中に

設ける施設等を記入すること。 

12 (17) 街路照明欄には、設置する街路灯の基数及びワツト数を記入すること。 

13 (18) 消火水欄には、消火活動のための水の供給方法についての消火栓防火用水

等の設置、否の場合はその理由を記入すること。 

14 (19) 公益的施設備には、特に公益的な施設を設けるよう配慮する場合のみその希

望等を記入すること。 

15 (20) その他欄には、生活汚水の処理又は公害等に対処する措置について記入する

こと。 

16 (21) 備考欄には記入しないこと。 
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様式第 4 

都収第  号   

年  月  日   

           様 

 大館市長        印   

開発行為事前協議承認書 

    年  月  日付けをもつて協議ありました開発行為は適正と認めるので、次による

手続きをとられるよう通知します。 

記 

  

 工事完了後、様式第 5 による開発工事完了届(写真とも)を提出すること。 
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様式第 5 

開 発 工 事 完 了 届 

  大館市長    様 

  

住  所            

氏  名        印   

    年  月  日付け  都収第   号をもつて承認になつた開発行為に関する工事

が次のとおり完了したので、届出します。 

記 

 1 開発区域に含まれる地域の名称 

 2 工事完了年月日                   年  月  日 
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様式第 6 

都 収 第   号   

年   月   日   

          様  

大館市長        印   

  

開発工事確認書 

 

  次の開発工事は、  年  月  日検査の結果大館市開発指導要綱に適合している

ことを確認する。 

記 

 1 協議承認年月日 

 2 工事完了年月日 

 3 開発区域に含まれる地域の名称 

 4 寄附採納の可否 

 


